
電 力 供 給 契 約 書 

 

 堺市（以下「発注者」という。）と供給者（以下「受注者」という。）とは、堺市役所本庁舎で使

用する電気の供給に関し、次の条項により契約を締結する。 

 

（契約の目的） 

第１条 受注者は、この契約の条項に従って、発注者に対し、発注者が使用する電気を継続して、

安定供給するものとし、発注者は、この契約の条項に従って当該電気の供給を受け、自己の必要

に応じて使用するものとする。 

（契約の要領） 

第２条 この契約の要領は、次のとおりとする。 

 （１）件  名 堺市役所本庁舎で使用する電気の供給（堺市版オフサイト PPA 事業）  

 （２）契約電力 

ア 契約電力（常時電力）          ２，０００ kW 

イ 契約電力（予備電力）          ２，０００ kW 

ウ 契約電力（自家発補給電力）         ３６０ kW 

エ アンシラリーサービス料対象容量         ０ kW 

オ 年間予定使用電力量       ６，７１３，０００ kWh 

 

（３）契約金額 別添１ 契約料金表（以下「料金表」という。）のとおり 

        なお、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に

基づく賦課金は、当該地域を管轄する旧一般電気事業者が定める特定規模需要

の標準供給条件により、支払うものとする。 

（４）需要場所  堺市堺区南瓦町３番１号 

堺市役所本庁舎 

（５）契約期間 令和８年２月１日０時００分から令和２８年１月３１日２４時００分まで 

（６）供給仕様等 別添２ 電力供給仕様書 及び 

         別添３ 堺市版オフサイトＰＰＡに係る仕様書 のとおり 

（７）契約保証金 契約金額の１００分の１０以上（免除する場合あり） 

（８）この契約に規定する請求、通知、通告、申出、同意及び解除は、書面により、これを行う。 

（９）この契約の履行に関して発注者と受注者間で用いる言語は、日本語とする。 

（１０）この契約に規定する金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

（１１）この契約は、日本国の法令に準拠する。 

（１２）この契約により生じた権利義務に関する訴訟については、大阪地方裁判所をもって管轄

裁判所とする。 

 



 （権利義務の譲渡の禁止） 

第３条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権

利を担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限

りでない。 

２ 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の業務の履行に必要な資金が不足す

ることを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者のこの契約から生じ

る債権の譲渡について、前項ただし書の承諾をしなければならない。 

３ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、この契約から生じる債

権の譲渡により得た資金をこの契約の業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明

する書類を発注者に提出しなければならない。 

（機密を守る義務） 

第４条 発注者及び受注者は、この契約の履行に当たって知り得た相手方の秘密を他人に漏らし、

又は他の目的に利用してはならない。第２条第５号に規定する契約期間（以下「契約期間」とい

う。）終了後又はこの契約の解除後においても、同様とする。ただし、法律、条例等により開示が

義務付けられている場合で、所定の手続きにより開示する場合はこの限りでない。 

（契約電力の変更） 

第５条 第２条第２号に規定する契約電力（以下「契約電力」という。）を変更する必要があるとき

は、発注者と受注者とが協議の上、これを変更することができるものとする。この場合、第２条

第３号に規定する基本料金（以下「基本料金」という。）については、発注者と受注者とが協議の

上、変更後の契約電力に応じてこれを変更するものとする。 

２ 発注者が前項の規定によらないで、契約電力を超過した場合は、受注者の責めとなる理由によ

る場合を除き、発注者は契約電力をただちに適正なものに変更するものとし、受注者が定める約

款に規定のある場合は受注者に超過金として支払うものとする。 

３ 前各号に掲げるもののほか、契約電力の変更に伴い必要となる措置は、発注者と受注者とが協

議の上、これを定めるものとする。 

（使用電力量の増減） 

第６条 発注者が使用した電力量（以下「使用電力量」という。）は、発注者の都合により予定使用

電力量を上回り、又は下回ることができる。 

（計量） 

第７条 受注者は、使用電力量を毎月１日の０時から当該月の最終日の２４時までの期間（以下「計

量期間」という。）に電力量計に記録された値により計量するものとする。 

（代金の支払等） 

第８条 受注者は、月毎に料金表に規定した基本料金単価、電力量料金率より計量期間にかかる電

力料金を算出し（以下「代金」という。）、計量期間の翌月に、発注者に対し、受注者からの適法

な請求書により請求するものとする。 

なお、使用電力量に小数点以下の端数があるときは、小数第１位で四捨五入するものとし計算の

結果、代金に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

２ 発注者は、前項に規定する請求書を受理したときは、受注者が定める約款にある支払日までに



受注者に代金を支払うものとする。 

３ 発注者は、前項に規定する支払日までに代金を支払うことができなかったことによる料金につ

いては、受注者が定める約款の規定に基づき受注者に支払うものとする。 

４ 発注者は、何らかの事由により請求書の受理が遅れ、支払いが遅延するおそれが生じた場合は、

すみやかに受注者にその旨を連絡するとともに、その請求書による代金の支払日等について、発

注者と受注者とが協議の上､あらためてこれを定めるものとする。 

５ 発注者は、第１項に規定する請求書を受理した後、その請求内容又は請求書の全部又は一部に

瑕疵があると認めたときは、受注者に対しその事由を明示して､当該請求書を返付することができ

る。この場合において、当該請求書を返付した日から、受注者が是正した請求書を発注者が受理

した日までの期間、支払日を延長するものとする。 

（接続供給契約等の義務） 

第９条 受注者は、堺市内を接続供給の供給区域とする一般送配電事業者との間に、受注者がこの

契約に基づき電力を安定して供給するために必要とする接続供給契約を締結しなければならない。 

（臨機の処置） 

第１０条 受注者は、災害防止等緊急の必要があるときは、臨機の処置をとらなければならない。

この場合において、受注者は、その処置の内容を直ちに発注者に通知しなければならない。 

（損害の負担） 

第１１条 受注者は、受注者の責に帰す事由により発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に

報告し、損害を賠償しなければならない。  

２ 受注者は、この契約の履行に関し、第三者（発注者の職員を含む。）に損害を与えたときは、発

注者の責に帰すべき場合を除き、その損害を賠償する責に任ずる。 

（発注者の契約解除権） 

第１２条 発注者は、堺市契約規則（昭和５０年規則第２７号）第４３条に定めるもののほか、受

注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 

（１）正当な理由なく契約を履行しないとき。 

（２）本契約に関して受注者又は受注者の従業員に、不正又は不当な行為があったとき。 

（３）業務履行上の過失、不手際が度重なったとき。 

（４）契約の履行に当たり、発注者の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨げたとき。 

（５）受注者について、破産、民事再生、会社更生及び特別清算のいずれかの申立てがあったとき、

又はこれと同視しうる経営危機に陥ったと認められるとき。 

（６）前各号に定めるもののほか、受注者の責に帰すべき理由により、契約の目的を達成すること

ができないと認められるとき。 

（７）暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるとき。 

（契約が解除された場合等の違約金） 

第１２条の２ 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約解除を行った日が属する年

度にかかる契約金額（単価契約の場合にあっては、契約単価に予定数量を乗じて得た額（以下「予

定総額」という。））の１０分の１に相当する額を違約金として、発注者の指定する期限までに

発注者に支払わなければならない。 

（１）前条の規定によりこの契約が解除された場合 



（２）受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

（１）受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人  

（２）受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

（３）受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３ 第１項の規定は、発注者に生じた現実の損害額が同項の違約金の額を超える場合において、そ

の超過分につき、発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。  

（受注者の契約解除権） 

第１３条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、業務を履行することができなくなったときは、

契約を解除することができる。この場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者に対し

てその賠償を請求することができる。 

（協議による契約解除） 

第１４条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の承諾を得て、この契約を解除すること

ができる。この場合において、受注者が損害を受けたときは、これを賠償しなければならない。 

（契約が解除された場合の義務） 

第１５条 受注者は、第１２条、第１３条又、第１４条又は第２６条の規定により契約が解除され

た場合においても、別添３ 堺市版オフサイトＰＰＡに係る仕様書に定める発電者と余剰電力買

取等に係る契約（以下「余剰電力買取契約」という。）については解除せずに、発電契約者とし

て、余剰電力買取契約による買取期間（原則２０年間）の間、発電・販売計画の作成・関係機関

への提出、及び余剰電力の買取・集約・管理業務を履行しなければならない。また、その場合に

おいても、余剰電力の買取価格については、８円/kWh（税抜）としなければならない。 

（不正な行為等に係る賠償額の予約） 

第１６条 受注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除にかか

わらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、受注者は、契

約金額（単価契約の場合は、第８条第２項の規定により支払った契約代金。以下この条において

同じ。）の１０分の２に相当する額に、当該契約金額の支払が完了した日から政府契約の支払遅

延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の率（以下「支払遅延防止法

の率」という。）で計算した額の利息を加算した額を損害賠償金として発注者に支払わなければ

ならない。この契約が履行された後についても、また同様とする。 

（１）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独禁法」

という。）第３条、第６条、第８条又は第１９条の規定に違反するとして、独禁法第７条、

第８条の２又は第２０条の規定による排除措置命令（独禁法第２条第９項第３号に該当する

行為及び不公正な取引方法（昭和５７年公正取引委員会告示第１５号）第６項に規定する不

当廉売に係るものを除く。）を受けた場合であって、独禁法第８章第２節に規定する手続を

経て当該排除措置命令が確定したとき。 

（２）独禁法第３条、第６条、第８条又は第１９条の規定に違反するとして、独禁法第７条の２第



１項（独禁法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）、第７条の９第１項若

しくは第２項、第２０条の２、第２０条の３、第２０条の５又は第２０条の６の規定により

課徴金の納付命令を受けた場合であって、独禁法第８章第２節に規定する手続を経て当該課

徴金納付命令が確定したとき。 

（３）前２号に掲げる場合のほか、独禁法第７条の２第１項（独禁法第８条の３において読み替え

て準用する場合を含む。）の規定により課徴金を納付すべき場合であって、納付命令を受け

なかったとき。 

（４）本項第１号及び第２号に規定する審決に対して、受注者が独禁法第７７条第１項の規定によ

り審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求の棄却又は訴えの却下の判決が確定

したとき。 

（５）受注者又はその役員、使用人その他これらに類する者が、刑法（明治４０年法律第４５号）

第９６条の６若しくは第１９８条又は独禁法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号

の規定に該当し、刑が確定（執行猶予の場合を含む。）をしたとき。 

（６）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項第２号に該当すると発

注者が認めるとき。 

２ 前項（第５号及び第６号を除く。）の規定は、独禁法第２条の２第１２項に規定する事前通知

の対象となる行為であって発注者が特に認めるものについては、これを適用しないものとする。 

３ 第１項の規定は、発注者に生じた現実の損害額が同項の損害賠償金の額を超える場合において、

その超過分につき、発注者が受注者に対し損害賠償の請求を妨げるものではない。 

（不完全履行による減額、損害賠償） 

第１７条 発注者は、受注者が業務の一部を履行しないとき、又は業務の履行が不完全であるとき

は、契約金額から、その不履行又は不完全部分に相当する金額の減額を請求することができる。

この場合において、発注者が損害を受けたときは、受注者に対してその賠償を請求することがで

きる。 

（変更の届出） 

第１８条 受注者について、名称、所在地、代表者、受任者及び使用印鑑のいずれかの変更があっ

たときは、速やかに発注者に届出なければならない。 

（契約不適合責任）             

第１９条 発注者は、契約の履行の成果物（成果物がない場合については、履行した業務）が契約

不適合であるときは、受注者に対してその不適合の修補又は当該修補に代え、若しくは当該修補

とともに損害の賠償を求めることができる。 

２ 前項の規定により不適合の修補又は損害賠償の請求は、契約の履行の成果物の引渡し日（成果

物の引渡しがない場合については、業務が完了した日）から１年以内に行わなければならない。

ただし、その不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うこと

のできる期間は１０年とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、契約不適合責任期間について別紙仕様書等で特別の定めをした場合

は、その仕様書等の定めるところによる。 

４ 第１項の規定は、契約の履行の成果物の不適合が支給材料の性質又は発注者の指示により生じ

たものであるときは、これを適用しない。ただし、受注者がその材料又は指示が不適当であるこ



とを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 

（紛争の解決）             

第２０条 この契約に関し紛争が生じた場合は、発注者と受注者との協議により解決を図るものと

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっ

せん又は調停により、その紛争の解決を図ることができる。この場合において、紛争の処理に要

する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任

に係るものは発注者と受注者とで折半し、その他のものは発注者と受注者とでそれぞれが負担す

る。 

３ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同

項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても、その紛争について民事訴訟法（平成８年

法第１０９号）に基づく訴えの提起又は民事調停法（昭和２６年法第２２２号）に基づく調停の

申立てを行うことができる。 

（契約保証金） 

第２１条 受注者は、この契約の締結と同時に、現金又は国債、地方債その他の有価証券で発注者

が確実と認めるものにより、契約保証金を納付しなければならない。ただし、発注者がその必要

がないと認めたときは、受注者は契約保証金の納付を免除される。 

２ 前項の規定により契約保証金を納付した場合、当該契約保証金は、この契約に基づく受注者の

債務が完了したときに返還する。 

３ 契約保証金には利子を付さない。 

（違約金等への充当） 

第２２条 第１２条の２第１項の場合において、前条の規定により契約保証金の納付又はこれに代

わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第１２条の

２第１項に規定する違約金に充当することができる。この契約に基づき、発注者が受注者に対し

て賠償金又は損害金の請求権を有するときも、また同様とする。 

 （危険負担等） 

第２３条 業務が完了する前（成果物がある場合にあっては当該成果物の引渡し前）において、天

災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないものにより当該業務が履行不能

となった場合その他損害が発生した場合においては、受注者がこれを負担するものとする。 

（相殺） 

第２４条 発注者は、受注者に対する金銭債権を有している場合において、受注者が第１２条各号、

第１２条の２第１項第２号又は堺市契約規則第４３条各号のいずれかに該当したときは、当該金

銭債権と第８条第２項の契約代金とを相殺することができる。 

（事情変更） 

第２５条 発注者及び受注者は、本契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃、

その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、

発注者と受注者が協議の上、書面により本契約の全部又は一部を変更することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、本契約締結後に、余剰電力量の増減又は本庁舎の設備改修に伴う電

力需要量の変動等、電力の需給状況が契約締結時と大幅に異なったと認められる場合には、発注



者と受注者が協議の上、書面により本契約の全部又は一部を変更することができる。 

３ 第１項又は第２項の場合において、単価契約金額を変更する場合は、原則として変更後の単価

で算出される年間の電力料金総額が、変更協議開始日において当該地域を管轄する旧一般電気事

業者が定める最新の標準供給条件により算出される年間の電力料金総額を上回ることができない

ものとする。 

４ 契約金額の変更協議については毎年９月１日までに開始することとし、変更後の契約金額は変

更協議完了日を含む年度の翌年度以降に適用する。 

（長期継続契約の特例） 

第２６条 発注者は、翌年度以降において予算の減額又は削除があった場合は、当該契約を変更又

は解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定により契約を解除する場合は、必要に応じて受注者に契約解除金を支払

うものとする。 

３ 前項の場合における契約解除金の額は、発注者と受注者が協議して定めるものとする｡ 

（協 議） 

第２７条 この契約に定めのない事項については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方

自治法施行令及び堺市契約規則（昭和５０年規則第２７号）によるほか、料金表及び仕様書並び

に受注者が定める約款によるものとし､これらに定めがないとき又はこの契約に関して疑義が生

じたときは､発注者と受注者とが協議の上､これを定めるものとする。 

 

 

 

この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、おのおの１通を保有

する。 

 

令和  年  月  日 

 

発注者  住 所 堺市堺区南瓦町３番１号 

                                         名 称 堺市 

                                         代表者 堺市長  

 

 

受注者  住 所  

                                         名 称  

                                         代表者  

 



別添１ 

 

契 約 料 金 表 

 

※「入札説明書８（１０）」における内訳表に基づき、作成する。 


